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案 件 
 

まるっとこどもセンター（こども家庭センター） 

開設後の取り組みについて 

    

子ども未来部 まるっとこどもセンター 

 

１．政策等の背景・目的及び効果 

改正児童福祉法により令和６年（２０２４年）４月から設置に努めることとされた「こども家

庭センター」について、枚方市においては、「まるっとこどもセンター」として同年４月に設置

し、ステーションヒル枚方行政サービスフロアの開設にともない、９月１７日に同フロア６階に

移転し運用を開始しました。 

センターにおいては、児童福祉機能と母子保健機能を一体とした運用を行い、妊娠期から出産、

乳幼児期から主に１８歳までを対象とし、保健師をはじめ、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床

心理士（公認心理師）等様々な専門職員が連携の下、運用を開始しています。 

開設後のセンターの主な取り組みを報告するとともに、令和７年度（２０２５年度）から新た

に実施する事業および拡充する事業について報告するものです。 
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２．内容 

（１）移転後における主な効果や取り組みについて 

 ①乳幼児健康診査（集団健診）     

 

   

 

 

 

 
 

 

 

移転以降、乳幼児健診を46回実施し、受診率は令和5年度 

  比で2.4ポイント上昇しました。枚方市駅に直結し、商業施 

設や図書館等を併設する利便性の高さが、受診率の上昇にも 

つながったと考えられます。 

枚方市駅から来所の案内について、行政サービスフロアの様々な案内に加え、健診案内（個 

別通知）にフロアマップを同封する等工夫することで、多くの方から「スムーズに来ることが

できた」「新しい施設で心地良く、ワンフロアで便利になった」とお聞きしています。 

また、新たな取り組みとして「2歳6か月児歯科健康診査」において中央図書館と連携し、   

絵本の読み聞かせを開始しました。 

上：待合に 

絵本コーナー 

を設置 

 

 

左：呼び出し番号 

システム 
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 ②北部支所における出張相談の取り組み 

北部支所で行っていた母子保健機能のセンターへの移転（9月17日）に伴い、北部支所におい

て週に1回、保健師等による予約制の出張相談を開始しました。出張相談日は、ホームページや

北部支所内窓口での日程の提示等で周知を図り利用につなげています。 

 
              

 

 

 

 

 

  
※予約枠に対する利用率 

 

③多職種によるチーム対応 

  母子保健と児童福祉が同じフロアで支援を行うことで、複合的な課題を有する家庭に対して、

社会福祉士、保健師、心理士などの専門職による合同会議を随時開催したり、必要に応じてアウ

トリーチするなど、緊密な連携の下で、迅速な支援を行っています。 

また、必要な方には、子どもやその家族と一緒に考え、サポートプランを作成し手交すること

で、具体的な支援内容等を共有し、効果的な支援へとつなげています。 

母子健康手帳の交付の様子（北部支所） 

開催回数 利用人数 利用率※

　母子健康手帳の交付
　（妊娠届の受付）

週1回 保健師等 14回 41人 52.4%

　乳幼児育児相談 週1回 保健師等 14回 63人 47.9%

　母乳相談 月1回 助産師 4回 10人 41.7%

　個別発達相談 月3回程度 臨床心理士 10回 23人 57.5%

実績（9月24日～12月末）
実施頻度 職　員内　容
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（２）次年度の方針と拡充又は新たに開始する事業 

① 母子保健機能と児童福祉機能の一体的な支援 
妊産婦や子ども、子育て世帯のニーズや課題を早期に把握し、一人ひとりの状況に応じた支援

メニューにつなげるよう、身近に相談できる場を増やすとともに、市内の子どもが居場所に通い

やすい環境を整えます。 

 

 <拡充・新規事業> 

〇地域子育て相談機関の増設 

相談の敷居が低く、物理的にも近距離にある相談機関として、 

今年度から公立の地域子育て支援拠点事業実施施設４か所（枚 

方保育所、香里団地保育所、楠葉野保育所、すこやか広場きょ 

うぶん）で実施している地域子育て相談機関について、来年度 

から４か所増設します（認定こども園明善めぐみ園、まりも保 

育園、ファミリーポートひらかた、広場さぷり）。 

≪事業費≫ 令和７年度（２０２５年度）当初予算 計上予定 

委託料   1,200千円  

消耗品費   369千円  
通信運搬費 151千円  

庁用器具費 680千円 

≪財源≫ 
国庫支出金 重層的支援体制整備事業交付金 1,600千円（補助率 ２／３） 

府支出金  重層的支援体制整備事業交付金   400千円（補助率 １／６） 

一般財源                  400千円 
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〇児童育成支援拠点の開設日数の増加と送迎支援の開始 

令和６年（２０２４年）１０月に、ラポールひらかた１階に 

開設をした「こどもスペースふらっと」について、校区外の小 

学生など通所するのが難しい子どもも登録しやすくするため、 

送迎支援を開始するとともに、登録者がより安定して利用でき 

るよう、週５日型へ拡充します。 

 

≪事業費≫ 令和７年度（２０２５年度）当初予算 計上予定 

   委託料（週 5 日開所・送迎支援あり）  22,371 千円   

    

≪財源≫ 

国庫支出金 子ども・子育て支援交付金 6,922 千円 

（補助率 １／３） 

   府支出金  子ども・子育て支援交付金 6,922 千円 

（補助率 １／３） 

一般財源                             8,527 千円 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

② 支援が必要な人を取り残すことのない体制 
一人ひとりの特性に応じた支援を早期に提供できるよう、ポピュレーションアプローチの機

会を増やし、就学前から就学後への滑らかな接続を図るとともに、オンラインによる相談メニ

ューの拡充、ひとり親家庭の子どもにとって健やかな成長に資するための望ましいあり方を検

討するための相談体制の拡充を図ります。 

  
<拡充・新規事業> 

〇５歳児健診の新規開始 

安心して就学が迎えられるように、子どもの特性の早期発見・早期介入及び特性に合わせ 

適切な支援への接続を行うために、５歳児健診を新たに開始します。 

 

対  象：当該年度中に５歳に到達する幼児で精神発達に関わる支援を受けていない幼児 

実施方法：集団健診 

開始時期：令和７年１０月 

 

≪事業費≫  令和７年度（２０２５年度）当初予算 計上予定 
「５歳児健診」    報償金     300千円  

委託料     726千円  

印刷製本費  13千円  
通信運搬費 179千円 

≪財源≫ 

「５歳児健診」 国庫支出金 母子保健衛生費国庫補助金   300千円（補助率 １／２） 

             一般財源                              918千円 
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〇栄養オンライン相談の開始（本格実施） 

離乳食や幼児食について、管理栄養士によるオンライン相談（予約制）を開始します。 

自宅とまるっとこどもセンターをつなぎ、出かけることなく、また、ご自宅での日頃の乳幼 

児の離乳食を食べている様子や食材なども管理栄養士と確認しながら相談ができます。 
 

〇ひとり親家庭の弁護士相談体制の拡充 

ひとり親の生活全般、そして離婚前の相談は増加傾向にあり、離婚の成立、養育費の確保や 

面会交流の約束事など夫婦間での話し合いでは問題が解決しないケースが増加傾向にありま

す。令和８年の共同親権への民法改正を控え、新たな対応なども含め、より高い専門性や市民

ニーズへの即応性も求められていることから、現在月１回の予約枠を、月２回に拡充します。 
 
令和５年度 ４６件、令和６年１２月末現在 ３８件（利用率約８４％） 

 

≪事業費≫令和７年度（２０２５年度）当初予算 計上予定 

弁護士謝金 840千円 

≪財源≫ 

国庫支出金 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 420千円（補助率 １／２） 

一般財源                                           420千円 
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③ すべての妊産婦、子育て世帯、子ども・若者への切れ目のない支援 
それぞれの家庭状況に応じた支援を切れ目なく行う一環として、妊娠期に着実に健康診査を受

診できる支援を強化し、学校における福祉的支援を迅速に提供するためのスクールソーシャルワ

ーカーの増員を行います。 
 
 <拡充・新規事業> 

〇妊婦健康診査の対象拡充 

   妊婦健康診査受診券の枚数を 14 枚（総額 116,840 円）から 

3 枚（5,040 円×3 枚、15,120 円）追加し、妊娠 39 週頃までに 

必要な基本的な妊婦健康診査に対応するものから、出産予定日 

を超過した妊娠 42 週頃までに必要な妊婦健康診査に対応できる 

よう拡充します。 

 

≪事業費≫ 令和７年度（２０２５年度）当初予算 計上予定 

   委託料  4,059千円 

≪財源≫ 

一般財源 4,059千円 

  

〇スクールソーシャルワーカーを１中学校区に１名（全19校区）配置 

いじめや不登校等の課題に対応するため、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて児童生
徒やその保護者の置かれた様々な環境に働きかけ支援を行うスクールソーシャルワーカー

（SSW）を段階的に配置し、令和７年（2025）度は目標としていた国の推奨する１中学校区に

１名の配置を目指し、より丁寧な支援を展開します。令和 6 年度 12 名配置。 
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≪事業費≫令和７年度（２０２５年度）当初予算 計上予定 

人件費  95,491千円  
費用弁償  2,689千円 

  通信運搬費  415千円  

庁用器具費  726千円 
 

≪財源≫ 

国庫支出金 児童虐待対策等総合支援事業費補助金      3,392千円（補助率 ２／３） 
  国庫支出金 いじめ対策・不登校支援等推進事業補助金 31,167千円（補助率 １／３） 

一般財源                                           64,762千円 

 

 

３．実施時期等 <拡充・新規事業> 
 
令和７年(2025年)４月  地域子育て相談機関を８か所に拡充 

児童育成支援拠点事業を週５日型に拡充、送迎支援を開始 

栄養オンライン相談の開始 

ひとり親弁護士相談を月２回実施へ拡充 

妊婦健康診査の受診券を１７枚までに拡充 

            スクールソーシャルワーカーを市内全中学校区に配置 

        10月  ５歳児健診を開始 
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４．総合計画等における根拠・位置付け 

総合計画 基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標14 安心して妊娠・出産できる環境が整うまち 

施策目標15 子どもたちが健やかに育つことができるまち 

 

           

 

５．関係法令・条例等 

こども基本法、母子保健法、成育基本法、児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律、 

教育基本法、学校教育法、子どもを守る条例 
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（参考）＜まるっとこどもセンターパンフレット＞            表面 
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                                   裏面 

 

 


